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　遊具を新設する場合は、事業者負担範囲とする。

※園庭に設置されている既存遊具の撤去について、市負担範囲とする。

　調理機器（冷蔵庫、シンク、回転釜、コンロ等）及び設置にかかる費用について、事業者負担とする。

Ｎ

※職員室から調理室へ改修する部分について、市負担範囲は電気設備（配線）、機械設備（ガス管、水道管）、既存内装材撤去及び間仕切り壁設置とする。
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（改修工事負担範囲図）
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園舎 南立面図　S=1/150 園舎 東立面図　S=1/150

遊戯室 南立面図　S=1/150 遊戯室 東立面図　S=1/150 遊戯室 北立面図　S=1/150 遊戯室 西立面図　S=1/150

園舎 北立面図　S=1/150 園舎 西立面図　S=1/150

（改修工事負担範囲図）
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